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第
13
号　

判
例
地
方
自
治
４
５
４
号
32

頁　

ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン

破
棄
自
判

行
政
敗
訴

（
要
旨
）

那
覇
市
が
管
理
す
る
都
市
公
園
法
所

定
の
松
山
公
園
内
に
、
儒
教
の
祖
で
あ

る
孔
子
等
を
祀
っ
た
久
米
至
聖
廟
を
設

置
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
上
で
、
当
該

施
設
を
所
有
す
る
一
般
財
団
法
人
に
対

し
、
そ
の
敷
地
の
使
用
料
の
全
額
を
免
除

し
た
当
時
の
市
長
の
行
為
は
、
憲
法
の
定

め
る
政
教
分
離
の
原
則
に
違
反
す
る
と

し
て
、公
園
使
用
料
１
８
１
万
７
０
６
３

円
を
請
求
し
な
い
こ
と
が
財
産
の
管
理

を
怠
る
事
実
に
当
た
る
と
し
て
提
起
さ

れ
た
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
、最
高
裁
が
、

次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
社

会
通
念
に
照
ら
し
て
総
合
的
に
判
断
す

る
と
、
公
園
使
用
料
の
免
除
は
、
市
と

宗
教
と
の
関
わ
り
合
い
が
、
我
が
国
の

社
会
的
、
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
、

信
教
の
自
由
の
保
障
の
確
保
と
い
う
制

度
の
根
本
目
的
と
の
関
係
で
相
当
と
さ

れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
憲

法
20
条
３
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動

要旨：伊東　健次
判例情報

地方自治

固
定
資
産
税
等
課
税
免
除
措

置
取
消
（
住
民
訴
訟
）
請
求

事
件

最
高
裁
判
所
大
法
廷　

令
和
３
年
２
月

24
日
判
決　

令
和
元
年
（
行
ツ
）
第

２
２
２
号
、
同
年（
行
ヒ
）第
２
６
２
号

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

原
審　

福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部　

平
成
31
年
４
月
18
日
判
決　

平
成
30
年

（
行
コ
）
第
５
号　

判
例
地
方
自
治

４
５
４
号
26
頁　

ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン

差
戻
後
一
審　

那
覇
地
方
裁
判
所　

平

成
30
年
４
月
13
日
判
決　

平
成
29
年

（
行
ウ
）
第
９
号　

判
例
地
方
自
治

４
５
４
号
40
頁　

ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン

差
戻
前
控
訴
審　

福
岡
高
等
裁
判
所
那

覇
支
部　

平
成
29
年
６
月
15
日
判
決　

平
成
29
年
（
行
コ
）
第
１
号　

判
例
地

方
自
治
４
５
４
号
37
頁　

ウ
エ
ス
ト

ロ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン

差
戻
前
一
審　

那
覇
地
方
裁
判
所　

平

成
28
年
11
月
29
日
判
決　

平
成
26
年

（
行
ウ
）
第
17
号
、
平
成
27
年
（
行
ウ
）

に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
事
例
で
あ

る
。た
だ
し
一
人
の
反
対
意
見
が
あ
る
。

（
１
）
本
件
施
設
は
、
公
園
の
他
の
部

分
か
ら
は
仕
切
ら
れ
た
区
域
内
に
一
体

と
し
て
設
置
さ
れ
、
そ
の
本
殿
と
位
置

付
け
ら
れ
る
建
物
の
内
部
に
は
、
孔
子

の
像
及
び
神
位
が
、
そ
の
左
右
に
は
四

配
の
神
位
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
、
家

族
繁
栄
、
学
業
成
就
、
試
験
合
格
等
を

祈
願
す
る
多
く
の
人
々
に
よ
る
参
拝
等

を
受
け
て
い
る
ほ
か
、
上
記
の
建
物
の

香
炉
灰
が
封
入
さ
れ
た「
学
業
成
就（
祈

願
）
カ
ー
ド
」
が
本
件
施
設
で
販
売
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
２
）
本
件
施
設
で
行
わ
れ
る
儀
式
は
、

孔
子
を
歴
史
上
偉
大
な
人
物
と
し
て
顕

彰
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
孔
子
の
霊
の

存
在
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を
崇
め
奉

る
と
い
う
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
も
の

で
あ
り
、
本
件
施
設
の
建
物
等
は
、
宗

教
的
意
義
を
有
す
る
儀
式
を
実
行
す
る

と
い
う
目
的
に
従
っ
て
配
置
さ
れ
て
い

る
。

（
３
）久
米
至
聖
廟
は
、明
治
時
代
以
降
、

社
寺
と
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
て
お

り
、
旧
施
設
を
移
転
し
た
も
の
と
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
す
れ



113◆自治体法務研究 2021・夏

と
い
う
。）
の
管
理
す
る
都
市
公
園
内

に
儒
教
の
祖
で
あ
る
孔
子
等
を
祀
っ
た

久
米
至
聖
廟
（
以
下
「
本
件
施
設
」
と

い
う
。）
を
設
置
す
る
こ
と
を
参
加
人

に
許
可
し
た
上
で
、
そ
の
敷
地
の
使
用

料
（
以
下
「
公
園
使
用
料
」
と
い
う
。）

の
全
額
を
免
除
し
た
当
時
の
市
長
の
行

為
は
、
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則

に
違
反
し
、
無
効
で
あ
り
、
第
１
審
被

告
が
参
加
人
に
対
し
て
平
成
26
年
４
月

１
日
か
ら
同
年
７
月
24
日
ま
で
の
間
の

公
園
使
用
料
１
８
１
万
７
０
６
３
円

（
以
下
「
本
件
使
用
料
」
と
い
う
。）
を

請
求
し
な
い
こ
と
が
違
法
に
財
産
の
管

理
を
怠
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
市
の

住
民
で
あ
る
第
１
審
原
告
が
、
第
１
審

被
告
を
相
手
に
、
地
方
自
治
法
２
４
２

条
の
２
第
１
項
３
号
に
基
づ
き
上
記
怠

る
事
実
の
違
法
確
認
を
求
め
る
住
民
訴

訟
で
あ
る
。

２　

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実

関
係
等
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（

１
）
那
覇
市
公
園
条
例
（
１
９
７
０

年
那
覇
市
条
例
第
６
号
。
以
下
、
単
に

「
公
園
条
例
」
と
い
う
。）
及
び
那
覇
市

公
園
条
例
施
行
規
則
（
１
９
７
０
年
那

覇
市
規
則
第
５
号
。
平
成
28
年
那
覇
市

規
則
第
21
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
。

以
下
、
単
に
「
公
園
条
例
施
行
規
則
」

と
い
う
。）
に
よ
れ
ば
、
都
市
公
園
法

５
条
１
項
に
基
づ
く
公
園
施
設
の
設
置

許
可
（
以
下
「
公
園
施
設
設
置
許
可
」

と
い
う
。）を
受
け
た
者
は
、市
に
対
し
、

占
用
面
積
１
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１

か
月
３
６
０
円
の
使
用
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
上
記
使
用
料
は
毎
月

５
日
ま
で
に
そ
の
月
分
を
徴
収
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
が
（
公
園
条
例
11
条

１
項
、
２
項
た
だ
し
書
、
別
表
第
１
）、

市
長
は
、
公
共
的
団
体
が
公
益
の
目
的

で
使
用
す
る
場
合
に
は
使
用
料
の
全
額

（
公
園
条
例
11
条
の
２
第
４
号
、
公
園

条
例
施
行
規
則
15
条
１
項
２
号
）
を
、

そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場

合
に
は
市
長
が
必
要
と
認
め
る
額
（
公

園
条
例
11
条
の
２
第
８
号
、
公
園
条
例

施
行
規
則
15
条
１
項
３
号
）
を
そ
れ
ぞ

れ
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
ア　

市
は
、
都
市
公
園
法
２

条
１
項
１
号
所
定
の
都
市
公
園
と
し

て
、市
内
の
久
米
地
域
に
松
山
公
園（
以

下「
本
件
公
園
」と
い
う
。）を
設
置
し
、

【
参
考
判
例
】	

最
高
裁
大
法
廷
昭
和
52

年
７
月
13
日
判
決
（
民

集
31
巻
４
号
５
３
３

頁
）、
最
高
裁
大
法
廷

平
成
９
年
４
月
２
日
判

決
（
民
集
51
巻
４
号

１
６
７
３
頁
）、
最
高

裁
大
法
廷
平
成
22
年
１

月
20
日
判
決
（
民
集
64

巻
１
号
１
２
８
頁
）

判
　
　
　
決

〔
主　
　
　

文
〕

１　

参
加
人
の
上
告
を
棄
却
す
る
。

２　

原
判
決
中
第
１
審
原
告
敗
訴
部
分

を
破
棄
す
る
。

３　

前
項
の
部
分
に
つ
き
、
第
１
審
被

告
の
控
訴
を
却
下
し
、
参
加
人
の
控

訴
を
棄
却
す
る
。

４　

控
訴
費
用
及
び
上
告
費
用
は
第
１

審
被
告
の
負
担
と
す
る
。

〔
理　
　
　

由
〕

第
１　

事
案
の
概
要

１　

本
件
は
、那
覇
市
（
以
下
「
市
」

ば
、
そ
の
宗
教
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
４
）
市
の
本
件
公
園
の
利
用
計
画
案

に
お
い
て
は
、
本
件
施
設
の
宗
教
性
を

問
題
視
す
る
意
見
も
あ
り
、
建
設
予
定

の
敷
地
に
つ
き
法
人
の
所
有
す
る
土
地

と
の
換
地
を
す
る
な
ど
し
て
、
本
殿
を

私
有
地
内
に
配
置
す
る
こ
と
な
ど
が
考

え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
５
）
本
件
使
用
許
可
に
係
る
占
有
面

積
は
１
万
６
３
５
５
㎡
に
及
び
、
免
除

の
対
象
と
な
る
敷
地
の
使
用
料
相
当
額

は
年
間
５
７
６
万
７
２
０
０
円
に
上
る

も
の
で
あ
り
、
本
件
免
除
に
よ
っ
て
法

人
が
受
け
る
利
益
は
相
当
に
大
き
く
、

ま
た
、
本
件
使
用
許
可
は
建
物
等
が
存

在
す
る
限
り
更
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

（
６
）
本
件
施
設
を
所
有
す
る
法
人
は
、

宗
教
性
を
有
す
る
本
件
施
設
の
公
開
や

宗
教
的
意
義
を
有
す
る
儀
式
の
挙
行
を

定
款
上
の
目
的
又
は
事
業
と
し
て
掲
げ

て
い
る
。

【
関
連
法
規
】	

憲
法
20
条
３
項
、
那
覇

市
公
園
条
例
、
同
条
例

施
行
規
則
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こ
れ
を
管
理
し
て
い
る
。本
件
施
設
は
、

本
件
公
園
内
の
国
公
有
地
上
に
設
置
さ

れ
た
、
儒
教
の
祖
で
あ
る
孔
子
や
そ
の

４
人
の
門
弟
で
あ
る
四
配
等
を
祀
る
廟

で
あ
る
。

本
件
施
設
の
建
物
等
の
所
有
者
は
参

加
人
で
あ
る
。
参
加
人
は
、本
件
施
設
、

道
教
の
神
等
を
祀
る
天
尊
廟
及
び
航
海

安
全
の
守
護
神
を
祀
る
天
妃
宮
の
公

開
、
久
米
三
十
六
姓
（
約
６
０
０
年
前

か
ら
約
３
０
０
年
間
に
わ
た
り
、
現
在

の
中
国
福
建
省
又
は
そ
の
周
辺
地
域
か

ら
琉
球
に
渡
来
し
て
き
た
人
々
）
の
歴

史
研
究
、
論
語
を
中
心
と
す
る
東
洋
文

化
の
普
及
等
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団

法
人
で
あ
り
、
定
款
上
、
上
記
目
的
が

明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
正
会
員

（
社
員
）
の
資
格
が
久
米
三
十
六
姓
の

末
え
い
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

イ　

本
件
施
設
は
、
大
成
殿
、
啓
聖

祠
、
明
倫
堂
・
図
書
館
、
至
聖
門
、
御

路
、御
庭
空
間
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

そ
の
占
用
面
積
は
１
３
３
５
平
方
メ
ー

ト
ル
で
あ
り
、
そ
の
敷
地
は
、
至
聖
門
、

明
倫
堂
・
図
書
館
、
フ
ェ
ン
ス
等
に
よ

り
、
本
件
公
園
の
他
の
部
分
か
ら
仕
切

ら
れ
て
い
る
。
本
件
施
設
の
出
入
口
に

る
９
月
28
日
に
、
供
物
を
並
べ
て
孔
子

の
霊
を
迎
え
、
上
香
、
祝
文
奉
読
等
を

し
た
後
に
こ
れ
を
送
り
返
す
と
い
う
内

容
の
行
事
で
あ
る
釋
奠
祭
禮
が
行
わ
れ

て
い
る
。
参
加
人
に
お
い
て
は
、
釋
奠

祭
禮
の
挙
行
が
そ
の
事
業
と
し
て
定
款

上
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
久
米

三
十
六
姓
の
末
え
い
以
外
の
者
が
こ
れ

を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
形

骸
化
、
観
光
シ
ョ
ー
化
、
世
俗
化
の
お

そ
れ
が
あ
り
、
許
容
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）ア　

久
米
三
十
六
姓
は
、航
海
、

造
船
等
の
技
術
を
有
し
、
通
訳
や
交
易

を
担
い
、
琉
球
王
国
の
繁
栄
を
支
え
た

職
能
集
団
で
あ
り
、
か
つ
て
久
米
地
域

に
居
住
し
、
17
世
紀
に
同
地
域
に
孔
子

等
を
祀
る
至
聖
廟
を
建
立
す
る
と
と
も

に
、
18
世
紀
に
そ
の
隣
接
地
に
琉
球
に

お
け
る
最
初
の
公
立
学
校
と
さ
れ
て
い

る
明
倫
堂
を
建
立
し
た
（
以
下
、
こ
の

至
聖
廟
と
明
倫
堂
と
を
併
せ
て
「
当
初

の
至
聖
廟
等
」
と
い
う
。）。

当
初
の
至
聖
廟
等
及
び
そ
の
敷
地

は
、
明
治
12
年
に
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ

た
後
、
社
寺
に
類
す
る
施
設
と
し
て
国

有
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
請
願
を
受
け
て

当
た
る
至
聖
門
に
は
三
つ
の
扉
が
あ

り
、
参
加
人
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
中
央

の
扉
は
孔
子
の
霊
の
た
め
の
扉
と
さ

れ
、
孔
子
の
霊
を
迎
え
る
た
め
に
１
年

に
１
度
、
後
記
ウ
の
釋
奠
祭
禮
の
日
に

の
み
開
か
れ
る
。
御
路
は
、
御
庭
空
間

の
中
央
を
至
聖
門
か
ら
大
成
殿
に
向

か
っ
て
直
線
的
に
伸
び
る
通
路
で
あ

り
、
孔
子
の
霊
は
、
至
聖
門
を
通
過
し

て
御
路
を
進
み
、
大
成
殿
の
正
面
階
段

の
中
央
部
分
に
設
け
ら
れ
た
石
龍
陛
を

越
え
て
大
成
殿
へ
上
る
と
さ
れ
て
い

る
。大

成
殿
は
、
本
件
施
設
の
本
殿
と
位

置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
部
の
中

央
正
面
に
は
孔
子
の
像
及
び
神
位
（
神

霊
を
据
え
る
所
）
が
、
そ
の
左
右
に
は

四
配
の
神
位
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
、

観
光
客
に
加
え
、
家
族
繁
栄
、
学
業
成

就
、
試
験
合
格
等
を
祈
願
す
る
多
く
の

人
々
が
参
拝
に
訪
れ
る
。
ま
た
、
本
件

施
設
に
お
い
て
は
、
大
成
殿
の
香
炉
灰

が
封
入
さ
れ
た
「
学
業
成
就
（
祈
願
）

カ
ー
ド
」
が
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。　

ウ　

本
件
施
設
で
は
、
平
成
25
年
以

降
、
毎
年
、
孔
子
の
生
誕
の
日
と
さ
れ

同
35
年
に
当
時
の
那
覇
区
に
返
還
さ

れ
、
大
正
４
年
に
参
加
人
の
前
身
で
あ

る
社
団
法
人
久
米
崇
聖
会
（
以
下
、
参

加
人
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
、「
参
加

人
」と
い
う
。）に
譲
与
さ
れ
た
。
な
お
、

当
初
の
至
聖
廟
等
は
、
沖
縄
県
に
よ
っ

て
、
そ
の
敷
地
上
に
お
け
る
工
作
物
の

建
設
等
に
つ
き
、
社
寺
に
準
じ
た
規
制

を
受
け
て
い
た
。

当
初
の
至
聖
廟
等
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
、
そ
の
後

も
区
画
整
理
の
た
め
久
米
地
域
に
お
い

て
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

昭
和
49
年
な
い
し
同
50
年
頃
、
参
加
人

が
所
有
す
る
那
覇
市
若
狭
所
在
の
土
地

上
に
、
天
尊
廟
及
び
天
妃
宮
と
共
に
、

至
聖
廟
及
び
明
倫
堂
が
再
建
さ
れ
（
以

下
、
こ
の
至
聖
廟
と
明
倫
堂
と
を
併
せ

て
「
旧
至
聖
廟
等
」
と
い
う
。）、
参
加

人
は
こ
れ
ら
を
維
持
管
理
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
参
加
人
の
会
報
誌
に
は
、
旧

至
聖
廟
等
、
天
尊
廟
及
び
天
妃
宮
に
つ

い
て
、
普
段
は
１
日
当
た
り
約
２
０
０

人
の
参
拝
者
が
い
る
旨
の
記
載
が
あ

る
。イ　

参
加
人
は
、
平
成
11
年
３
月
、

市
が
旧
久
米
郵
便
局
の
跡
地
を
国
か
ら
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買
い
取
り
、
本
件
公
園
の
一
部
と
し
て

取
り
込
む
と
の
情
報
を
得
て
、
当
初
の

至
聖
廟
等
が
あ
っ
た
場
所
で
は
な
い
も

の
の
、
同
跡
地
に
至
聖
廟
を
移
転
し
て

久
米
地
域
に
回
帰
す
べ
く
、
同
12
年
12

月
、
市
に
対
し
、
要
請
活
動
を
開
始
し

た
。市

に
お
い
て
は
、
平
成
15
年
に
松
山

公
園
周
辺
土
地
利
用
計
画
（
案
）
策
定

業
務
に
係
る
委
員
会
及
び
そ
の
作
業
部

会（
以
下「
本
件
委
員
会
等
」と
い
う
。）

が
複
数
回
開
か
れ
、
有
識
者
等
が
出
席

し
、
本
件
公
園
周
辺
の
土
地
利
用
計
画

に
関
し
て
議
論
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に

出
さ
れ
た
意
見
の
中
に
は
至
聖
廟
の
宗

教
性
を
問
題
視
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

市
は
、
平
成
15
年
９
月
、
本
件
委
員

会
等
に
お
け
る
議
論
等
を
踏
ま
え
、
松

山
公
園
周
辺
土
地
利
用
計
画
案
（
以
下

「
本
件
土
地
利
用
計
画
案
」
と
い
う
。）

を
策
定
し
た
。
本
件
土
地
利
用
計
画
案

に
お
い
て
、
大
成
殿
に
つ
い
て
は
、
公

園
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
整
備
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
一
方
、
公
的
施
設
と
し
て
の

性
格
に
つ
い
て
議
論
を
呼
ぶ
可
能
性
が

あ
り
、
公
的
補
助
金
を
導
入
す
る
こ
と

や
、
国
公
有
地
上
に
建
設
す
る
こ
と
は

上
記
期
間
が
満
了
す
る
の
に
伴
い
、
当

時
の
市
長
は
、
参
加
人
の
申
請
に
基
づ

き
、
平
成
26
年
３
月
28
日
付
け
で
本
件

施
設
に
係
る
公
園
施
設
設
置
許
可
（
設

置
の
期
間
は
同
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

29
年
３
月
31
日
ま
で
。
以
下
「
本
件
設

置
許
可
」と
い
う
。）を
す
る
と
と
も
に
、

公
園
条
例
11
条
の
２
第
４
号
、
公
園
条

例
施
行
規
則
15
条
１
項
２
号
に
基
づ

き
、
上
記
期
間
に
お
け
る
公
園
使
用
料

の
全
額
を
免
除
す
る
旨
の
処
分
（
以
下

「
本
件
免
除
」
と
い
う
。）
を
し
た
。
な

お
、
上
記
期
間
は
、
本
件
公
園
の
管
理

上
支
障
が
な
い
限
り
、
更
新
が
予
定
さ

れ
て
い
た
。

第
２　

令
和
元
年
（
行
ツ
）
第
２
２
２

号
上
告
代
理
人
大
城
浩
ほ
か
の
上
告
理

由
及
び
同
上
告
補
助
参
加
代
理
人
当
山

尚
幸
、
同
大
島
優
樹
の
上
告
理
由
に
つ

い
て１　

原
審
は
、
本
件
免
除
が
、
そ
の

直
接
の
効
果
と
し
て
、
参
加
人
に
よ
る

本
件
施
設
を
利
用
し
た
宗
教
的
活
動
を

容
易
に
し
て
い
る
な
ど
と
し
て
、
憲
法

20
条
１
項
後
段
、
３
項
、
89
条
に
違
反

す
る
と
判
断
し
た
。
所
論
は
、
原
審
の

こ
の
判
断
に
つ
い
て
、
上
記
各
条
項
の

解
釈
適
用
の
誤
り
及
び
理
由
の
不
備
が

あ
る
旨
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

２　

憲
法
は
、
20
条
１
項
後
段
、
３

項
、
89
条
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
政
教

分
離
の
原
則
に
基
づ
く
諸
規
定
（
以
下

「
政
教
分
離
規
定
」
と
い
う
。）
を
設
け

て
い
る
と
こ
ろ
、
一
般
に
、
政
教
分
離

原
則
と
は
、
国
家
（
地
方
公
共
団
体
を

含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
非
宗
教
性
な

い
し
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
が
国
に

お
い
て
は
、
各
種
の
宗
教
が
多
元
的
、

重
層
的
に
発
達
、
併
存
し
て
き
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
事
情

の
下
で
信
教
の
自
由
を
確
実
に
実
現
す

る
た
め
に
は
、
単
に
信
教
の
自
由
を
無

条
件
に
保
障
す
る
の
み
で
は
足
り
ず
、

国
家
と
い
か
な
る
宗
教
と
の
結
び
付
き

を
も
排
除
す
る
た
め
、
政
教
分
離
規
定

を
設
け
る
必
要
性
が
大
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
わ

り
合
い
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
り
、
お

よ
そ
国
家
が
宗
教
と
の
一
切
の
関
係
を

持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
政
教
分
離
規
定
は
、
そ
の

関
わ
り
合
い
が
我
が
国
の
社
会
的
、
文

化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
、
信
教
の
自
由

難
し
い
と
さ
れ
、
参
加
人
の
所
有
す
る

土
地
と
の
換
地
を
す
る
な
ど
し
て
、
私

有
地
内
に
配
置
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
と
の
整
理
が
さ
れ
て
い
た
。

ウ　

市
は
、
本
件
公
園
の
用
地
と
し

て
、
平
成
18
年
２
月
１
日
付
け
で
、
国

か
ら
、那
覇
市
久
米
所
在
の
国
有
地（
地

積
４
５
６
０
・
30
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を

代
金
７
億
６
６
０
０
万
円
で
買
い
受
け

る
と
と
も
に
、同
年
６
月
21
日
付
け
で
、

国
と
の
間
で
、
同
所
在
の
国
有
地
（
地

積
２
２
８
０
・
14
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を

目
的
と
す
る
国
有
財
産
無
償
貸
付
契
約

を
締
結
し
た
。

エ　

当
時
の
市
長
は
、
参
加
人
の
申

請
に
基
づ
き
、
平
成
23
年
３
月
31
日
付

け
で
本
件
施
設
に
係
る
公
園
施
設
設
置

許
可
（
設
置
の
期
間
は
許
可
の
日
か
ら

同
26
年
３
月
31
日
ま
で
）
を
す
る
と
と

も
に
、
公
園
条
例
11
条
の
２
第
４
号
、

公
園
条
例
施
行
規
則
15
条
１
項
２
号
に

基
づ
き
、
上
記
期
間
に
お
け
る
公
園
使

用
料
の
全
額
を
免
除
す
る
旨
の
処
分
を

し
た
。
参
加
人
は
、
平
成
24
年
３
月
20

日
に
本
件
施
設
の
新
築
工
事
に
着
手

し
、
同
25
年
４
月
30
日
ま
で
に
同
工
事

を
完
了
し
た
。
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の
保
障
の
確
保
と
い
う
制
度
の
根
本
目

的
と
の
関
係
で
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を

超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、

こ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、

国
公
有
地
上
に
あ
る
施
設
の
敷
地
の
使

用
料
の
免
除
を
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
施
設
の
性
格
や
当
該
免
除
を

す
る
こ
と
と
し
た
経
緯
等
に
は
様
々
な

も
の
が
あ
り
得
る
こ
と
が
容
易
に
想
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
、
一

般
的
に
は
宗
教
的
施
設
と
し
て
の
性
格

を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
も
、
同
時
に

歴
史
的
、
文
化
財
的
な
建
造
物
と
し
て

保
護
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た

り
、
観
光
資
源
、
国
際
親
善
、
地
域
の

親
睦
の
場
な
ど
と
い
っ
た
他
の
意
義
を

有
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
少
な
く
な

く
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
あ
る
い
は
社
会

的
な
価
値
や
意
義
に
着
目
し
て
当
該
免

除
が
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
れ

ら
の
事
情
の
い
か
ん
は
、当
該
免
除
が
、

一
般
人
の
目
か
ら
見
て
特
定
の
宗
教
に

対
す
る
援
助
等
と
評
価
さ
れ
る
か
否
か

に
影
響
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
、
政
教
分
離
原
則
と
の
関
係
を
考
え

の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

３
（
１
）
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ

ば
、
本
件
施
設
は
、
本
件
公
園
の
他
の

部
分
か
ら
仕
切
ら
れ
た
区
域
内
に
一
体

と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
大

成
殿
は
、
本
件
施
設
の
本
殿
と
位
置
付

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
部
の
正
面
に

は
孔
子
の
像
及
び
神
位
が
、
そ
の
左
右

に
は
四
配
の
神
位
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ

れ
、
家
族
繁
栄
、
学
業
成
就
、
試
験
合

格
等
を
祈
願
す
る
多
く
の
人
々
に
よ
る

参
拝
を
受
け
て
い
る
ほ
か
、
大
成
殿
の

香
炉
灰
が
封
入
さ
れ
た「
学
業
成
就（
祈

願
）
カ
ー
ド
」
が
本
件
施
設
で
販
売
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
施
設
は
、

そ
の
外
観
等
に
照
ら
し
て
、
神
体
又
は

本
尊
に
対
す
る
参
拝
を
受
け
入
れ
る
社

寺
と
の
類
似
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

本
件
施
設
で
行
わ
れ
る
釋
奠
祭
禮

は
、
そ
の
内
容
が
供
物
を
並
べ
て
孔
子

の
霊
を
迎
え
、
上
香
、
祝
文
奉
読
等
を

し
た
後
に
こ
れ
を
送
り
返
す
と
い
う
も

の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
思
想
家

で
あ
る
孔
子
を
歴
史
上
の
偉
大
な
人
物

る
に
当
た
っ
て
も
、
重
要
な
考
慮
要
素

と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
そ
う

す
る
と
、
当
該
免
除
が
、
前
記
諸
条
件

に
照
ら
し
、
信
教
の
自
由
の
保
障
の
確

保
と
い
う
制
度
の
根
本
目
的
と
の
関
係

で
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
て
、
政

教
分
離
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
を
判

断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
施
設
の

性
格
、
当
該
免
除
を
す
る
こ
と
と
し
た

経
緯
、
当
該
免
除
に
伴
う
当
該
国
公
有

地
の
無
償
提
供
の
態
様
、
こ
れ
ら
に
対

す
る
一
般
人
の
評
価
等
、
諸
般
の
事
情

を
考
慮
し
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
総

合
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
は
、

当
裁
判
所
の
判
例
（
最
高
裁
昭
和
46
年

（
行
ツ
）
第
69
号
同
52
年
７
月
13
日
大

法
廷
判
決
・
民
集
31
巻
４
号
５
３
３
頁
、

最
高
裁
平
成
４
年
（
行
ツ
）
第
１
５
６

号
同
９
年
４
月
２
日
大
法
廷
判
決
・
民

集
51
巻
４
号
１
６
７
３
頁
、
最
高
裁
平

成
19
年
（
行
ツ
）
第
２
６
０
号
同
22
年

１
月
20
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
64
巻
１

号
１
頁
、
最
高
裁
平
成
19
年
（
行
ツ
）

第
３
３
４
号
同
22
年
１
月
20
日
大
法
廷

判
決
・
民
集
64
巻
１
号
１
２
８
頁
等
）

と
し
て
顕
彰
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ

の
霊
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を

崇
め
奉
る
と
い
う
宗
教
的
意
義
を
有
す

る
儀
式
と
い
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
、
参

加
人
は
釋
奠
祭
禮
の
観
光
シ
ョ
ー
化
等

を
許
容
し
な
い
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、

釋
奠
祭
禮
が
主
に
観
光
振
興
等
の
世
俗

的
な
目
的
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る

な
ど
の
事
情
も
う
か
が
わ
れ
な
い
。
そ

し
て
、
参
加
人
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
至

聖
門
の
中
央
の
扉
は
、
孔
子
の
霊
を
迎

え
る
た
め
に
１
年
に
１
度
、
釋
奠
祭
禮

の
日
に
の
み
開
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、

孔
子
の
霊
は
、
御
庭
空
間
の
中
央
を
大

成
殿
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
伸
び
る
御

路
を
進
み
、
大
成
殿
の
正
面
階
段
の
中

央
部
分
に
設
け
ら
れ
た
石
龍
陛
を
越
え

て
大
成
殿
へ
上
る
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
本
件
施
設
の
建
物
等
は
、
上
記
の

よ
う
な
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
儀
式
で

あ
る
釋
奠
祭
禮
を
実
施
す
る
と
い
う
目

的
に
従
っ
て
配
置
さ
れ
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
当
初
の
至
聖
廟
等
は
、
少
な

く
と
も
明
治
時
代
以
降
、
社
寺
と
同
様

の
取
扱
い
を
受
け
て
い
た
ほ
か
、
旧
至

聖
廟
等
は
、
道
教
の
神
等
を
祀
る
天
尊
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廟
及
び
航
海
安
全
の
守
護
神
を
祀
る
天

妃
宮
と
同
じ
敷
地
内
に
あ
り
、
参
加
人

は
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
維
持
管
理

し
、
多
く
の
参
拝
者
を
受
け
入
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
旧
至
聖
廟

等
は
当
初
の
至
聖
廟
等
を
再
建
し
た
も

の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
本
件
施
設
は
そ

の
旧
至
聖
廟
等
を
移
転
し
た
も
の
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
に
照
ら
せ

ば
、
本
件
施
設
は
当
初
の
至
聖
廟
等
及

び
旧
至
聖
廟
等
の
宗
教
性
を
引
き
継
ぐ

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
施
設
に
つ
い

て
は
、
一
体
と
し
て
そ
の
宗
教
性
を
肯

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、そ
の
程
度
も
軽
微
と
は
い
え
な
い
。

（
２
）
本
件
免
除
が
さ
れ
た
経
緯
は
、

市
が
、
本
件
施
設
の
観
光
資
源
等
と
し

て
の
意
義
に
着
目
し
、
又
は
か
つ
て
琉

球
王
国
の
繁
栄
を
支
え
た
久
米
三
十
六

姓
が
居
住
し
、
当
初
の
至
聖
廟
等
が

あ
っ
た
久
米
地
域
に
本
件
施
設
が
所
在

す
る
こ
と
等
を
も
っ
て
本
件
施
設
の
歴

史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
そ

の
敷
地
の
使
用
料
（
公
園
使
用
料
）
を

免
除
す
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

付
け
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

（
３
）
本
件
免
除
に
伴
う
国
公
有
地

の
無
償
提
供
の
態
様
は
、
本
件
設
置
許

可
に
係
る
占
用
面
積
が
１
３
３
５
平
方

メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
免
除
の
対
象
と
な

る
公
園
使
用
料
相
当
額
が
年
間
で

５
７
６
万
７
２
０
０
円
（
占
用
面
積

１
３
３
５
平
方
メ
ー
ト
ル
×
１
か
月

３
６
０
円
×
12
か
月
）
に
上
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
免
除
に
よ
っ
て

参
加
人
が
享
受
す
る
利
益
は
、
相
当
に

大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、

本
件
設
置
許
可
の
期
間
は
３
年
と
さ
れ

て
い
る
が
、
公
園
の
管
理
上
支
障
が
な

い
限
り
更
新
が
予
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
本
件
施
設
を
構
成
す
る
建
物
等
が

存
続
す
る
限
り
更
新
が
繰
り
返
さ
れ
、

こ
れ
に
伴
い
公
園
使
用
料
が
免
除
さ
れ

る
と
、
参
加
人
は
継
続
的
に
上
記
と
同

様
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
参
加
人
は
、
久
米
三
十
六

姓
の
歴
史
研
究
等
を
も
そ
の
目
的
と
し

て
い
る
も
の
の
、
宗
教
性
を
有
す
る
本

件
施
設
の
公
開
や
宗
教
的
意
義
を
有
す

る
釋
奠
祭
禮
の
挙
行
を
定
款
上
の
目
的

又
は
事
業
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
実
際

に
本
件
施
設
に
お
い
て
、
多
く
の
参
拝

者
を
受
け
入
れ
、
釋
奠
祭
禮
を
挙
行
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
参
加
人
の
本
件

施
設
に
お
け
る
活
動
の
内
容
や
位
置
付

け
等
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
免
除
は
、

参
加
人
に
上
記
利
益
を
享
受
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
参
加
人
が
本
件
施
設
を
利

用
し
た
宗
教
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
容

易
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
、
そ
の
効
果
が
間
接
的
、
付
随
的

な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
な
い
。

（
４
）
こ
れ
ま
で
説
示
し
た
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
本
件
施
設
の
観
光
資
源
等

と
し
て
の
意
義
や
歴
史
的
価
値
を
考
慮

し
て
も
、
本
件
免
除
は
、
一
般
人
の
目

か
ら
見
て
、
市
が
参
加
人
の
上
記
活
動

に
係
る
特
定
の
宗
教
に
対
し
て
特
別
の

便
益
を
提
供
し
、
こ
れ
を
援
助
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
も

の
と
い
え
る
。

（
５
）
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮

し
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
総
合
的
に

判
断
す
る
と
、
本
件
免
除
は
、
市
と
宗

教
と
の
関
わ
り
合
い
が
、
我
が
国
の
社

会
的
、
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
、
信

教
の
自
由
の
保
障
の
確
保
と
い
う
制
度

の
根
本
目
的
と
の
関
係
で
相
当
と
さ
れ

る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
憲
法

し
か
し
な
が
ら
、
市
は
、
本
件
公
園

の
用
地
と
し
て
、
新
た
に
国
か
ら
国
有

地
を
購
入
し
、
又
は
借
り
受
け
た
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
、
参
加
人
は
自
己
の
所

有
す
る
土
地
上
に
旧
至
聖
廟
等
を
有
し

て
い
た
上
、
本
件
土
地
利
用
計
画
案
に

お
い
て
は
、
本
件
委
員
会
等
で
至
聖
廟

の
宗
教
性
を
問
題
視
す
る
意
見
が
あ
っ

た
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
、
大
成
殿
を
建

設
す
る
予
定
の
敷
地
に
つ
き
参
加
人
の

所
有
す
る
土
地
と
の
換
地
を
す
る
な
ど

し
て
、
大
成
殿
を
私
有
地
内
に
配
置
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
旨
の
整
理
が
さ

れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

本
件
施
設
は
、
当
初
の
至
聖
廟
等
と
は

異
な
る
場
所
に
平
成
25
年
に
新
築
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
初
の
至
聖
廟
等

を
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
う
か

が
わ
れ
ず
、
法
令
上
の
文
化
財
と
し
て

の
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
な
ど
の
事
情

も
う
か
が
わ
れ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
本
件
施
設
の
観
光
資

源
等
と
し
て
の
意
義
や
歴
史
的
価
値
を

も
っ
て
、
直
ち
に
、
参
加
人
に
対
し
て

本
件
免
除
に
よ
り
新
た
に
本
件
施
設
の

敷
地
と
し
て
国
公
有
地
を
無
償
で
提
供

す
る
こ
と
の
必
要
性
及
び
合
理
性
を
裏
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20
条
３
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に

該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。４　

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
免
除
が

憲
法
20
条
１
項
後
段
、
89
条
に
違
反
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も

な
く
、
本
件
免
除
を
違
憲
と
し
た
原
審

の
判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
原
判
決
に
つ
い
て
、
上
告
理
由

と
し
て
の
理
由
の
不
備
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
な
い
。
論
旨
は
い
ず
れ
も

採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
３　

令
和
元
年
（
行
ヒ
）
第
２
６
２

号
上
告
代
理
人
德
永
信
一
、
同
岩
原
義

則
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由
に
つ
い
て

１　

原
審
は
、
前
記
第
１
の
２
の
事

実
関
係
等
の
下
に
お
い
て
、
本
件
免
除

は
無
効
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
要
旨
次

の
と
お
り
判
断
し
、
第
１
審
原
告
の
請

求
に
つ
い
て
、
第
１
審
被
告
が
参
加
人

に
対
し
て
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
同

年
７
月
24
日
ま
で
の
間
の
公
園
使
用
料

を
請
求
し
な
い
こ
と
が
違
法
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
限
度
で

認
容
す
べ
き
も
の
と
し
、
そ
の
余
の
部

分
を
棄
却
し
た
。

公
園
条
例
及
び
公
園
条
例
施
行
規
則

所
定
の
期
間
を
経
過
し
た
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
本
件
免
除
は
違
憲
無
効
で

あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
事
実

審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
に
お
い
て
、
市

の
参
加
人
に
対
す
る
本
件
使
用
料
に
係

る
債
権
が
全
額
存
在
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
使
用
料
等
の
地
方
公
共
団
体

の
歳
入
に
係
る
督
促
に
つ
い
て
定
め
る

地
方
自
治
法
２
３
１
条
の
３
第
１
項
等

の
規
定
並
び
に
地
方
公
共
団
体
が
有
す

る
債
権
の
管
理
に
つ
い
て
定
め
る
同
法

２
４
０
条
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令

１
７
１
条
の
２
か
ら
１
７
１
条
の
７
ま

で
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
に
存
在

す
る
使
用
料
に
係
る
債
権
を
理
由
も
な

く
放
置
し
た
り
免
除
し
た
り
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
原
則
と
し
て
、
地
方
公

共
団
体
の
長
に
そ
の
行
使
又
は
不
行
使

に
つ
い
て
裁
量
は
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
（
最
高
裁
平
成
12
年
（
行
ヒ
）
第

２
４
６
号
同
16
年
４
月
23
日
第
二
小
法

廷
判
決
・
民
集
58
巻
４
号
８
９
２
頁
参

照
）。そ

し
て
、
公
園
条
例
11
条
の
２
第
８

号
は
使
用
料
の
一
部
の
免
除
に
つ
い
て

定
め
て
い
る
も
の
の
、
事
実
審
の
口
頭

上
、
第
１
審
被
告
が
特
に
必
要
と
認
め

る
場
合
に
は
都
市
公
園
の
使
用
料
の
一

部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
第
１
審
被
告
が
、

参
加
人
か
ら
本
件
設
置
許
可
に
伴
う
公

園
使
用
料
を
徴
収
す
べ
き
義
務
を
負
う

と
し
て
も
、
本
件
使
用
料
の
全
額
を
徴

収
し
な
い
こ
と
が
、
直
ち
に
第
１
審
被

告
の
財
産
管
理
上
の
裁
量
権
の
範
囲
を

逸
脱
し
、
又
は
こ
れ
を
濫
用
す
る
も
の

と
し
て
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

２　

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記

判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
公
園
施
設
設
置
許
可
を
受
け

た
者
の
公
園
条
例
に
基
づ
く
使
用
料
の

金
額
は
、
公
園
条
例
に
よ
り
一
義
的
に

決
定
さ
れ
る
こ
と
、
公
園
条
例
及
び
公

園
条
例
施
行
規
則
上
、
上
記
使
用
料
に

係
る
賦
課
決
定
等
の
行
為
を
想
定
し
た

規
定
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
照
ら
せ

ば
、
上
記
使
用
料
は
、
公
園
施
設
設
置

許
可
が
さ
れ
、
所
定
の
期
間
が
経
過
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
当
然
に
発
生
す
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

参
加
人
は
、本
件
設
置
許
可
を
受
け
、

弁
論
終
結
時
ま
で
に
、
同
号
に
基
づ
く

免
除
の
処
分
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
園

条
例
及
び
公
園
条
例
施
行
規
則
に
お
い

て
、
一
旦
発
生
し
た
使
用
料
の
徴
収
の

猶
予
等
を
定
め
た
規
定
も
存
在
し
な

い
。
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
、
地
方
自

治
法
施
行
令
１
７
１
条
の
５
か
ら

１
７
１
条
の
７
ま
で
に
規
定
す
る
徴
収

停
止
等
の
要
件
に
該
当
す
る
事
情
も
う

か
が
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
第
１

審
被
告
に
お
い
て
、
本
件
使
用
料
に
係

る
債
権
の
行
使
又
は
不
行
使
に
つ
い
て

の
裁
量
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
全

額
を
請
求
し
な
い
こ
と
は
違
法
と
い
う

ほ
か
な
い
。

（
３
）
以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断

に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が

明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
り
、
論
旨

は
以
上
と
同
旨
を
い
う
も
の
と
し
て
理

由
が
あ
る
。

第
４　

結
論

以
上
の
次
第
で
、
参
加
人
の
上
告
を

棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
原
判
決
中
第
１

審
原
告
敗
訴
部
分
は
破
棄
を
免
れ
ず
、

第
１
審
原
告
の
請
求
は
理
由
が
あ
り
、

こ
れ
を
認
容
し
た
第
１
審
判
決
は
正
当

で
あ
る
か
ら
、
上
記
部
分
に
つ
き
、
参
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加
人
の
控
訴
を
棄
却
し
、
同
控
訴
の
提

起
後
に
さ
れ
た
第
１
審
被
告
の
控
訴

は
、
二
重
上
訴
で
あ
っ
て
不
適
法
で
あ

る
か
ら
、
却
下
す
る
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
林
景
一
の
反
対
意

見
が
あ
る
ほ
か
、
裁
判
官
全
員
一
致
の

意
見
で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

裁
判
官
林
景
一
の
反
対
意
見
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

私
は
、
多
数
意
見
が
、
本
件
免
除
が

憲
法
20
条
３
項
に
違
反
し
無
効
で
あ
る

と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
同
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

１　

参
加
人
が
年
１
回
釋
奠
祭
禮
と

い
う
行
事
を
行
い
、
参
拝
客
が
訪
問
す

る
本
件
施
設
に
つ
い
て
、
当
時
の
市
長

は
、
観
光
振
興
（
中
国
と
沖
縄
の
歴
史

的
つ
な
が
り
を
示
す
施
設
と
し
て
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
な
る
こ
と
）
や
教
育
学
習

促
進
（
特
に
明
倫
堂
に
お
い
て
、
論
語

と
い
う
、
我
が
国
で
も
深
く
浸
透
し
て

き
た
、
い
わ
ば
東
洋
文
化
の
柱
の
一
つ

と
も
い
う
べ
き
学
問
、思
想
に
つ
い
て
、

体
験
学
習
や
講
演
等
に
よ
る
普
及
を
図

る
こ
と
等
）
と
い
う
非
宗
教
的
目
的
に

価
値
を
見
い
だ
し
て
、
そ
の
敷
地
の
使

い
う
様
々
な
家
系
の
中
国
か
ら
の
渡
来

人
た
ち
の
末
え
い
が
構
成
す
る
血
縁
集

団
（
門
中
）
の
緩
や
か
な
連
合
体
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
法
的
に
は
一

般
社
団
法
人
で
あ
る
。
そ
の
定
款
に
お

い
て
、
琉
球
王
朝
の
発
展
に
多
大
な
功

績
を
築
い
た
久
米
三
十
六
姓
の
歴
史
研

究
、
大
成
殿
・
明
倫
堂
を
含
む
本
件
施

設
等
の
公
開
、
論
語
を
中
心
と
す
る
東

洋
文
化
の
普
及
及
び
人
材
の
育
成
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
の
事

業
と
し
て
、
琉
球
王
朝
時
代
か
ら
続
く

伝
統
文
化
の
釋
奠
祭
禮
の
挙
行
、
論
語

等
の
東
洋
文
化
普
及
・
交
流
に
関
す
る

事
業
等
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

定
款
上
の
目
的
に
照
ら
し
て
み
る
と
、

今
日
に
お
い
て
は
、
参
加
人
は
、
琉
球

王
朝
時
代
風
の
孔
子
廟
施
設
を
維
持
す

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
釋

奠
祭
禮
と
い
う
行
事
を
続
け
、
合
わ
せ

て
、
論
語
等
の
東
洋
文
化
を
若
い
世
代

に
普
及
さ
せ
る
こ
と
を
重
要
な
目
的
と

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
み
る
限
り
、
今

日
に
お
い
て
、
参
加
人
が
、
集
団
と
し

て
、
宗
教
と
し
て
の
儒
教
の
信
仰
を
共

有
し
、
そ
れ
を
継
承
し
、
普
及
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
う
か
が
え
な

い
。
か
つ
て
、
論
語
は
、
中
国
及
び
我

が
国
を
始
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
に

浸
透
し
て
お
り
、
知
識
人
や
指
導
的
階

層
は
も
と
よ
り
、
広
く
庶
民
に
至
る
ま

で
、
基
本
的
な
素
養
、
教
養
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
論
語
を
含
む
四
書

五
経
は
、
立
身
出
世
の
た
め
の
必
修
科

目
と
み
な
さ
れ
、
わ
け
て
も
論
語
は
決

定
的
に
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
本
件
施
設
内

に
も
あ
る
明
倫
堂
は
こ
の
た
め
の
学
習

施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
て
お
り
、
孔
子

な
い
し
そ
の
思
想
の
権
威
を
示
す
象
徴

と
し
て
の
大
成
殿
と
一
体
的
施
設
と
し

て
孔
子
廟
施
設
を
構
成
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
、
民

主
主
義
の
発
展
の
中
で
、
儒
教
＝
封
建

的
な
い
し
前
近
代
的
な
道
徳
と
い
う
図

式
に
よ
っ
て
、
論
語
の
社
会
的
重
要
性

が
低
下
し
た
こ
と
は
否
め
ず
、
も
は
や

体
系
的
な
論
語
教
育
は
な
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
か
ら
、そ
の
た
め
に
も
、

参
加
人
が
、
歴
史
研
究
と
併
せ
て
、
論

語
の
普
及
の
場
を
設
け
て
い
る
こ
と
に

相
応
の
意
義
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
現
在

用
料
の
全
額
免
除
（
た
だ
し
、
建
物
は

参
加
人
が
２
億
円
以
上
も
の
費
用
を

賄
っ
て
建
設
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。）
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

多
数
意
見
は
、
本
件
施
設
が
宗
教
施
設

の
外
観
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に

お
い
て
参
加
人
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
る

釋
奠
祭
禮
が
、
孔
子
の
霊
を
前
提
と
し

て
、
こ
れ
を
崇
め
奉
る
と
い
う
宗
教
的

意
義
を
有
す
る
外
観
を
呈
し
て
い
る
こ

と
、
外
部
の
参
拝
者
も
あ
る
こ
と
等
か

ら
、
本
件
施
設
は
宗
教
性
を
肯
定
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
程
度
も
軽
微
と
は

い
え
な
い
と
判
断
し
た
上
で
、
原
審
の

よ
う
に
参
加
人
が
宗
教
団
体
で
あ
る
と

断
ず
る
ま
で
も
な
く
、
空
知
太
神
社
訴

訟
等
の
判
例
の
枠
組
み
に
照
ら
し
て
み

た
場
合
、
当
時
の
市
長
が
、
参
加
人
に

対
し
て
、
本
件
施
設
の
敷
地
に
係
る
多

額
の
使
用
料
の
全
額
免
除
を
し
た
こ
と

は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
総
合
的
に

判
断
す
る
と
、
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を

超
え
て
お
り
、
憲
法
20
条
３
項
で
禁
止

さ
れ
た
国
等
に
よ
る
宗
教
的
活
動
に
当

た
る
か
ら
違
憲
無
効
な
処
分
で
あ
る
と

断
じ
た
も
の
で
あ
る
。

２　

参
加
人
は
、
久
米
三
十
六
姓
と
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の
参
加
人
は
、
定
款
の
み
な
ら
ず
、
実

際
の
活
動
を
評
価
し
て
み
て
も
、
儒
教

で
あ
れ
、
そ
の
派
生
宗
教
で
あ
れ
、
特

定
の
宗
教
の
信
仰
を
絆
と
し
て
、
こ
れ

を
日
常
的
に
実
践
す
る
集
団
で
あ
る
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
久

米
三
十
六
姓
の
末
え
い
の
血
縁
集
団
の

連
合
体
と
し
て
、
戦
後
の
歴
史
・
社
会

状
況
の
変
化
の
中
で
、
他
の
門
中
と
同

様
、
祖
先
の
事
績
を
偲
び
つ
つ
、
集
団

の
絆
を
維
持
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の

と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
件

施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
釋
奠
祭
禮
は
、

そ
の
た
め
に
、
祖
先
が
、
渡
来
人
の
思

想
的
、
実
務
的
基
盤
と
し
て
重
視
し
た

儒
学
・
論
語
文
化
そ
の
も
の
の
外
部
へ

の
普
及
の
た
め
の
努
力
を
し
な
が
ら
、

集
団
内
部
に
お
い
て
は
、
儒
学
・
論
語

の
始
祖
と
い
う
べ
き
孔
子
に
対
す
る
崇

敬
の
念
を
示
す
伝
統
を
共
有
し
、
そ
の

た
め
の
伝
統
行
事
を
催
行
し
、
継
承
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
信
仰
に
基
づ
く
宗
教
行

為
と
い
う
よ
り
も
、
代
々
引
き
継
が
れ

た
伝
統
な
い
し
習
俗
の
継
承
で
あ
っ

て
、
宗
教
性
は
仮
に
残
存
し
て
い
た
と

て
は
、
宗
教
の
教
義
、
す
な
わ
ち
信
仰

の
在
り
方
、
態
様
は
も
と
よ
り
、
宗
教

上
の
指
導
者
な
い
し
聖
職
者
及
び
信
者

集
団
、
並
び
に
こ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
一
定

の
組
織
性
、
普
及
活
動
な
ど
、
常
識
的

に
み
て
宗
教
の
本
質
的
要
素
と
考
え
ら

れ
る
要
素
の
い
ず
れ
も
認
定
で
き
て
い

な
い
。参
拝
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
は
、

参
拝
者
の
内
心
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、

確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
少
な

く
と
も
、
参
拝
者
が
当
然
に
信
仰
心
に

基
づ
く
参
拝
を
し
た
と
い
う
証
拠
は
な

い
。
そ
も
そ
も
本
件
免
除
の
目
的
の
一

つ
が
観
光
振
興
で
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
大
半
が
本
件
公
園
の

一
角
に
あ
っ
て
我
が
国
最
南
に
所
在
す

る
孔
子
廟
を
見
物
に
来
る
観
光
客
で
あ

る
可
能
性
も
高
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

参
拝
者
が
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
的
活
動

と
し
て
参
拝
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
う

か
が
え
ず
、
参
拝
者
に
対
す
る
宗
教
の

普
及
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
う

か
が
え
な
い
か
ら
、参
拝
者
の
来
訪
は
、

本
件
施
設
の
宗
教
性
に
係
る
判
断
の
決

定
的
材
料
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
結

局
の
と
こ
ろ
、
本
件
施
設
及
び
参
加
人

の
活
動
に
宗
教
性
が
な
い
と
い
う
参
加

し
て
も
、
も
は
や
希
薄
で
あ
る
と
み
る

余
地
が
十
分
に
あ
る
と
考
え
る
。

３　

政
教
分
離
規
定
へ
の
適
合
性
が

争
わ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
お
い
て

は
、
前
提
と
し
て
神
道
な
い
し
仏
教
が

あ
り
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
性
を
判
断
し

て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な

わ
ち
、
地
鎮
祭
の
催
行
、
玉
串
料
の
奉

納
、
神
社
な
い
し
地
蔵
像
に
対
す
る
土

地
の
提
供
等
々
の
事
案
に
係
る
判
例
に

お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
国
等
の
行
為
・

活
動
に
関
し
、
神
道
な
い
し
仏
教
と
の

距
離
を
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
性
の

濃
淡
を
測
り
、
目
的
効
果
基
準
な
い
し

総
合
判
断
に
よ
り
、
社
会
通
念
に
照
ら

し
て
、
相
当
性
の
限
度
を
超
え
る
か
否

か
を
判
断
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し

か
る
に
、
上
記
の
と
お
り
、
参
加
人
の

定
款
で
標
榜
す
る
目
的
や
こ
れ
に
基
づ

く
日
常
的
な
活
動
の
実
態
を
み
る
限

り
、
本
件
施
設
や
釋
奠
祭
禮
に
つ
い
て

は
宗
教
性
が
な
い
か
、
少
な
く
と
も
習

俗
化
し
て
い
て
希
薄
で
あ
る
と
考
え

る
。
実
際
、
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
と

さ
れ
た
釋
奠
祭
禮
の
主
宰
者
で
あ
る
会

員
が
他
の
宗
教
の
信
者
で
あ
る
こ
と
も

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い

人
の
主
張
に
対
す
る
検
討
が
十
分
に
尽

く
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。

宗
教
性
は
、
突
き
詰
め
る
と
内
心
の

問
題
に
行
き
当
た
っ
て
、
裁
判
に
な
じ

ま
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
施

設
に
つ
い
て
、
今
日
的
な
宗
教
性
を
否

定
す
る
相
応
の
主
張
、理
由
が
あ
っ
て
、

前
記
の
と
お
り
、
も
は
や
宗
教
性
が
な

い
か
、
既
に
希
薄
化
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
中
で
、
外
観
の
み
で
、
宗
教
性

を
肯
定
し
、
こ
れ
を
前
提
に
政
教
分
離

規
定
違
反
と
す
る
こ
と
は
、い
わ
ば「
牛

刀
を
も
っ
て
鶏
を
割
く
」
の
類
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。

４　

ま
た
、
政
教
分
離
規
定
は
、
信

教
の
自
由
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
の

た
め
に
、
国
等
が
、
特
定
の
宗
教
と
の

関
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
で
、
当
該
宗

教
を
援
助
、
助
長
し
、
又
は
他
の
宗
教

を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
相
当

と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
超
え
る
関
わ
り

合
い
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
い
う
考
え
に
立
脚
し
て
い
る
。
し
か

し
、「
何
ら
か
の
」
と
い
う
以
上
に
宗

教
の
特
定
も
、
信
者
集
団
を
含
め
た
宗

教
組
織
な
い
し
団
体
の
存
在
の
認
定
も
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で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
助
長
さ
れ
る

対
象
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
政
教
分
離
規
定
違
反
を

問
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件

に
お
い
て
、
政
教
分
離
規
定
に
違
反
す

る
と
の
判
断
を
す
る
こ
と
は
、
政
教
分

離
規
定
の
外
延
を
曖
昧
な
形
で
過
度
に

拡
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
総

合
判
断
の
過
程
に
お
い
て
、
文
化
財
指

定
の
有
無
や
国
際
交
流
と
い
う
目
的
等

が
考
慮
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
憲
法
違

反
と
さ
れ
る
お
そ
れ
や
訴
訟
の
手
続
負

担
の
お
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
研
究
・

文
化
活
動
等
に
係
る
公
的
支
援
へ
の
萎

縮
効
果
等
の
弊
害
す
ら
も
た
ら
し
か
ね

な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

５　

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
免
除
が

憲
法
20
条
３
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活

動
に
該
当
す
る
と
し
た
原
審
の
判
断
に

は
誤
り
が
あ
り
、
ま
た
、
本
件
免
除
が

憲
法
20
条
１
項
後
段
及
び
89
条
に
違
反

す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う

す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
、
私
的
団
体

で
あ
る
参
加
人
が
、
旧
至
聖
廟
等
の
跡

地
を
引
き
続
き
所
有
す
る
な
ど
、
比
較

的
裕
福
な
団
体
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
の
に
、
当
時
の
市
長
が
年

５
０
０
万
円
以
上
に
も
上
る
使
用
料
を

全
額
免
除
し
た
こ
と
自
体
は
、
公
的
支

援
と
し
て
過
ぎ
た
る
も
の
で
は
な
い
か

と
い
う
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
本
件
免
除
が
無
効
で
あ
る
と
い

う
こ
と
ま
で
は
い
え
な
い
以
上
、
第
１

審
原
告
の
請
求
は
棄
却
す
る
ほ
か
な
い

と
考
え
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官　

大
谷
直
人　

裁

判
官　

池
上
政
幸　

裁
判
官　

小
池
裕

　

裁
判
官　

木
澤
克
之　

裁
判
官　

菅

野
博
之　

裁
判
官　

山
口
厚　

裁
判
官

　

戸
倉
三
郎　

裁
判
官　

林
景
一　

裁

判
官　

宮
崎
裕
子　

裁
判
官　

深
山
卓

也　

裁
判
官　

三
浦
守　

裁
判
官　

草

野
耕
一　

裁
判
官　

宇
賀
克
也　

裁
判

官　

林
道
晴　

裁
判
官　

岡
村
和
美
）


